
令和 6年度 第 2回 尼崎市いじめ問題対策審議会 議事要旨 

 

日 時  令和 6年 8月 2日（金） 19時 00分～21時 00分 

場 所  教育・障害福祉センター3F 教育委員会室 

出席者  審議委員 6人 

会議要旨 

１ 開会 

 

２ 議事 

（１）令和 6年度、再発防止策及び実施状況について 

 

 

〈委員 A〉 

 ありがとうございました。ただいま事務局から令和 6年度の再発防止策及び実施予定について説明い

ただきました。ここから審議会としての意見交換をしたいと思います。いかがでしょうか皆さんご意見

ご質問など、しばらく自由にお願いします。 

 

〈委員 A〉 

私から参考までになのですけど、ヤングケアラー研修が 8 月 6 日にあり、自由参加とありますけど、

どれくらいの方が来られるのですか？ 

 

〈委員 A〉 

それくらいの感じなのですね。 

 

〈委員 C〉 

 ヤングケアラーはある程度周知されていますか。 

言葉自体は。 

 

〈委員 C〉 

自分の学校で該当するような児童生徒が、いるかどうかを確認するところが必要だと思いますけどね、

そこまでいってますか。 

 

〈委員 C〉 

いますよね、大抵ね。 

 

〈委員 C〉 

要対協ケースは、ある意味家庭がちょっと上手くいかない部分がみえてしまってるケースで、ヤング

ケアラーの場合には、ヤングケアラーのおかげで家庭がまわっているということ、そこのところの理解

はそういう目で見ると違うのかな。 

 



〈委員 F〉 

よろしいですか。結構、研修をされていますが、研修の成果は、たとえば今回感想を書いていただい

た表がありますが、こう言う研修を終わったあとアンケートを取られて感想というか、意義を答えて貰

うというところで、理解度を試しているとかそういう感じなのですか。 

 

〈委員 A〉 

 スクールロイヤーの先生方がお忙しくされてるようですけど、どんな案件というかどんな相談が多い

でしょうか。 

 

〈委員 A〉 

ありがとうございます。この報告書の 9番の報告書のマスキングについて。 

 

〈委員 A〉 

では事務局からの報告があるのでお願いします。 

 

〈委員 A〉 

はい、ありがとうございます。それではよろしいですかね、以上で議事を終わらせていただいて大丈

夫ですかね、ありがとうございました。では進行を事務局にお返しいたします。 

 

３ 閉会 


